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３．令和５年度の出水状況と国土強靭化の効果
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遠賀川水系彦山川（福岡県添田町）
おんががわ ひこさんがわ そえだまち

神田川水系員光川（山口県下関市）
かんだ がわ かずみつがわ しものせき

せんだいがわ とっとり

国道１号（愛知県豊川市）
とよかわ

亀の川水系亀の川（和歌山県和歌山市）
かめのがわ かめのがわ わかやま

一宮川水系一宮川（千葉県茂原市）

いちのみやがわ もばら

夏井川水系新川（福島県いわき市）
なついがわ しんかわ

小矢部川水系小矢部川（富山県高岡市）
おやべがわ たかおか

筑後川水系巨瀬川（福岡県久留米市）
ちくごがわ こせがわ くるめし

雄物川水系太平川（秋田県秋田市）
おものがわ たいへいがわ あきた

本年も全国各地で自然災害による甚大な被害が発生。

②
①⑦

③

⑥

⑧

⑫

※ここに例示したもの以外にも、全国各地
で地震や大雨等による被害が発生

台風第２号及びそれに伴う前線の活発化による大雨（6/1～6/3）

6月29日からの大雨

台風第７号による大雨（8/15～8/16）

7月15日からの大雨

台風第１３号による大雨（9/7～9）

① ② ③

⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭

④
⑨

⑩

⑭

⑬

②

大和川水系大和川（奈良県生駒郡三郷町）

④ ⑤

那賀川水系桑野川（徳島県阿南市）
なかがわ くわのがわ あなん

桑野川

⑤

浸水状況（埼玉県越谷市）
こしがや やまとがわ いこまぐんさんごうちょう

⑪由良川水系犀川（京都府綾部市）
ゆらがわ さいかわ あやべ

気候変動による水災害の激甚化・頻発化（令和5年に発生した主な災害）
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土砂災害発生件数

１,３３３件
土石流等 ： １０３件

地すべり ： ４０件

がけ崩れ ： １,１９０件

【被害状況】
人的被害：死者 ８名

負傷者 １５名
家屋被害：全壊 ２３戸

半壊 １７戸
一部損壊２１０戸

発生件数上位５県

千 葉 県 ２５３件
和歌山県 １３２件
佐 賀 県 ８４件
島 根 県 ６９件
鹿児島県 ６５件

６/２ ありだぐんありだがわちょうにさわ

和歌山県有田郡有田川町二澤土石流等

半 壊：２戸

凡例
発生件数

20～

1～

50～

100～

７/１０ からつしはまたままちひらばる

佐賀県唐津市浜玉町平原土石流等

死 者：３名
全 壊：２戸

７/１０ くるめし たぬしまるまち たけの

福岡県久留米市田主丸町竹野土石流等

死 者：１名
負 傷 者：５名

0

６/２１ おおしまぐん せとうちちょう くじ

鹿児島県大島郡瀬戸内町久慈土石流等

うんなんしきすきちょう

島根県雲南市木次町
７/８

がけ崩れ

一部損壊：１戸

８/１５ まいづるしくわがいかみおわら

京都府舞鶴市桑飼上小原土石流等

負傷者：１名

９/８ いちはらしつきで

千葉県市原市月出がけ崩れ

令和５年 全国の土砂災害発生状況（９月まで）
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令和５年の自然災害のトピックスと今後の課題
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大和川26.8k付近

○大和川水系では、河道掘削・遊水池等の河川整備に加え、貯留施設整備やため池の治水活用等の流出抑制対策など、流域治水の取組を実施。
○令和5年6月梅雨前線による大雨では、平成30年以降、３か年緊急対策や５か年加速化対策を活用して実施した河道掘削（14万m3）により、大和
川中流の藤井地点周辺(河口から27.0km地点)において、約0.3mの水位低下効果が発現。

○今回の出水では、H29出水と同規模の雨量を記録したが、これまでの治水対策により浸水戸数が大幅に軽減した。
○なお、掘削と併せて整備中の堤防について、一部未整備区間があったため、浸水被害が発生し、JR大和路線（奈良～天王寺）が2日にわたり運休
となったが、継続して掘削及び堤防が整備されることで、JRの浸水被害を解消し、鉄道運休を回避できるため、経済効果が非常に大きい。

速報版

↑
大和川

三郷駅から上流にかけて線路
高がHWLよりも低いため、築
堤工事を実施中

HWL=36.59m

8万m3

王寺町

三郷町

計画堤防高
38.09m

改修前水位38.03m今回水位37.78m

河道掘削範囲（整備済）
河道掘削範囲（整備未）
築堤区間（整備済）
築堤区間（整備未）

大阪府域

6万m3

JR
三
郷
駅

斑鳩町 三代川樋門 内水安堵町 岡崎川支川 溢水

大和川流域の貯留施設の状況

奈良県河川情報システムHPより

遊水地

地蔵院川 奈良市横井地先遊水地(県)

田原本町雨水貯留施設(町)

流入状況

田原本町社会福祉協議会駐車場
雨水貯留施設(町)

掘削

築堤

天理ダム(県)

JR大和路線 三郷駅付近 溢水

堤防未整備区間から溢水したが、掘削前の河
道であれば、写真＋30cm水位が上昇するた
め、JR大和路線だけでなく県道へも溢水し、住
宅街にも浸水が発生したと推定。

258

43

0

100
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300

H29.10出水 R5.6出水

浸水戸数

155 140

0

100

200

H29.10出水 R5.6出水

１２時間雨量 （戸）（mm）

※柏原地点上流の流域平均雨量※本資料の数値は、速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります

防災・減災、国土強靭化に資する治水対策の効果事例（奈良県 大和川水系大和川）
やまとがわ
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○平成29年7月九州北部豪雨により甚大な被害が生じた福岡県赤谷川流域では、国により砂防堰堤および河川護岸等を整備。
○令和5年7月10日の出水では、平成29年7月と同様に朝倉市周辺で集中豪雨となり、赤谷川流域全体で大量の土砂・流木が発生したが、整備した砂
防堰堤等により土石流・流木を捕捉し、下流の土砂・洪水氾濫被害を防止するとともに、赤谷川本川への土砂流出を軽減し、権限代行により整備し
た河道で安全に流下させることで、家屋浸水被害を防いだ。

筑
後
川

位置図

福岡県

大分県

熊本県

佐賀県

事業箇所
258

0
0

50

100

150

200

250

300

H29.7     R5.7

■ H29被災との家屋被害
（戸）

■H29被災との雨量比較
（mm）

78

215

361

77

196

333

0
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1時間 3時間 6時間

H29.7 R5.7

鶴河内(つるこうち)雨量観測所（日田市） ③砂防堰堤群

砂防堰堤群にて
土石流・流木を捕捉

保全対象

①赤谷川改修（鶴園橋上流）

湾曲部を解消し、河道内で安全に流下

つるぞのばし

②乙石川遊砂地

乙石川遊砂地

乙石川

赤谷川

遊砂地にて大量の土砂を捕捉し
赤谷川本川への土砂流出を軽減

捕捉前写真

権限代行による河川整備 約14㎞
直轄砂防による砂防堰堤整備 30基

②

④

：国で整備した砂防堰堤（30箇所）

（うち赤着色19箇所で効果を発現。約10万m3の土石流を捕捉）

①

家屋戸数は100％減少

④砂防堰堤群
R5.7.11撮影

③

全ての渓流で土石流が発生
下流の人家当に甚大な被害

H29.7災害直後

砂防堰堤群で土石流・流木を捕捉

【国土強靱化】
防災・減災、国土強靭化に資する治水対策の効果事例（福岡県 筑後川水系赤谷川）
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○千代川流域では、令和５年８月14日未明から15日未明にかけて大雨となり、智頭（ちず）雨量観測所では２日雨量が318mmと、過去に浸
水被害のあった平成10年10月洪水（台風第10号）時の雨量を超過する記録的な雨量を観測しました。

○「防災・減災・国土強靱化のための３か年緊急対策」および「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」等により、河道掘削や
固定堰改築等を実施してきたことで鳥取市用瀬町（もちがせちょう）美成（みなり）地先（23k200付近）において約0.8mの水位低減効果を
発揮しました。

○殿ダムへの流入量は、平成24年管理開始以降最大の毎秒約250ｍ3を観測し、毎秒約240ｍ3の洪水調節によりダム下流の中郷橋付近
では約0.8ｍの水位低減効果を発揮し、氾濫危険水位（いつ氾濫が発生してもおかしくない危険な状況を示す水位）を回避することができました。

智頭雨量観測所

鳥取市

八頭町

千代川

殿ダム

3か年緊急対策範囲
（河道掘削・堰改築）

23k200付近

中郷橋付近

袋川
毎秒約240m3の洪水を貯留し、
下流河川の水位を低減

最大流入量 毎秒約250m3

放流量 毎秒約10m3

殿ダム流域平均雨量

殿ダム

※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。

23k200地点河川整備による
水位低減効果

洪水調節による
水位低減効果

千代川

整備前（令和２年３月）

千代川

整備範囲

河道掘削

堰改築

整備後（令和４年４月）

153
318 

0

200

400

H10.10 R5.8

2日
雨
量
(m
m
)

智頭雨量観測所

85
0 

0

100

H10.10 R5.8

家
屋
数
（
戸
）

浸水家屋数

※用瀬地区における浸水家屋数比較

流域平均累加雨量：約３５０mm

位置図

流域図

○殿ダムの洪水調節効果○河川改修による治水効果

50
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66

0 50 100 150 200

水
位
（
T.
P.
m)

X座標（ｍ）

今回水位（河道掘削後）

▼57.67m（推定）

河道掘削と堰改築を
実施しなかった場合

▼56.84m

河道掘削と堰改築により
約0.8mの水位低減効果

HWL 58.23m

防災・減災、国土強靭化に資する治水対策の効果事例（鳥取県 千代川水系千代川）
せんだいがわ
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

○夏井川・好間川（福島県）では、令和元年東日本台風により、外水氾濫で床上3,749戸、床下560戸の家屋浸水被害が発生。
○これを受け、河川整備計画区間のうち未改修区間L=21.5kmについて、災害復旧助成事業(R元～)を実施し、流下能力の確保のため掘削工を進
めている。
○なお、夏井川の下流区間（新川合流点より下流）についても5ヶ年加速化予算を活用し、さらなる安全確保のため護岸工等を実施している。
○今次出水（9月8日～9日）では、災害復旧助成事業区間において、一定の河道掘削が完了していたことから、外水氾濫を回避することができた。

事業による効果 【速報値】

mm/1h

H22.8出水 溢水状況治水対策の実施

R元 浸水範囲

夏井
川

磐城橋

磐城橋

R元.10出水 いわき市平下平窪地内浸水状況
たいらしもひらくぼ

事業実施前の断面で今次出水が起きていたと想定した場合

掘削工により河道断面を確保

HWL 7.5m

【夏井川 鎌田水位観測局付近 横断図】

※上図浸水範囲は“いわき市台風第19号における災害対応検証委員会”報告書による

戸

令和元年10月出水 令和５年９月出水

０戸（調査中）

※夏井川・好
間川からの外
水が原因と思
われるもの

床上3,749戸

床下560戸
令和元年10月出水 令和５年９月出水

100mm

４２mm

令和元年10月出水 令和５年９月出水

mm/24h

346mm

浸水想定区域

鎌田水位観測
局

※大利雨量観測局（好間川）

計画高水位超過 ７．７ｍ

今次出水最高水位 ６．８ｍ

事業実施により0.9m水位低減効果を発揮

HWL 7.5m

※大利雨量観測局（好間川）

267mm
Ｒ元年出水を
大きく上回る
最大時間雨
量を記録

夏井川・好間川

位置
図

いわき市

平神
橋

今次出水状況

R5.9出水 いわき市平字下川原地内出水状況
たいら しもかわはら

夏井
川

平神橋

過去出水の氾濫状況
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新川合流点

防災・減災、国土強靭化に資する治水対策の効果事例（福島県 夏井川水系 夏井川・好間川）
な つ い が わ よ し ま が わ
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４．国土強靭化について
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その他

強くしなやかな国民生活の実現を図るための
防災・減災等に資する国土強靱化基本法改正

国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他
迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、国際競争力の向上に
資することに鑑み、明確な目標の下に、大規模自然災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規
模自然災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと
等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならないこと。

基本理念

基本方針

施策の策定・実施の方針

・人命の保護が最大限に図られること。

・国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず、
維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続
可能なものとなるようにすること。

・国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化に資すること。

・迅速な復旧復興に資すること。

・施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する
施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制
を早急に整備すること。

・取組は、自助、共助及び公助が適切に組み合わされるこ
とにより行われることを基本としつつ、特に重大性又は
緊急性が高い場合には、国が中核的な役割を果たすこと。

・財政資金の効率的な使用による施策の持続的な実施
に配慮して、その重点化を図ること。

・大規模自然災害等に対する脆弱性の評価を行うこと。
・人命を保護する観点から、土地の合理的な利用を促進

すること。
・科学的知見に基づく研究開発の推進及びその成果の

普及を図ること。

・既存社会資本の有効活用等により、費用の縮減を図ること。
・施設又は設備の効率的かつ効果的な維持管理に資すること。
・地域の特性に応じて、自然との共生及び環境との調和に配慮

すること。
・民間の資金の積極的な活用を図ること。

※国土強靱化に係る国の他の計画等の指針となるべき
ものとして、国土強靱化基本計画を定めること。
○策定手続
◆ 案の作成（推進本部）
◆閣議決定

○記載事項

国土強靱化基本計画の策定

評価結果に
基づき策定

※国土強靱化基本計画の案の作成に当
たり、推進本部が実施。

脆弱性評価の実施

脆弱性評価の
結果の検証

○国土強靱化推進会議の設置
〇(附則）施策の実施状況の評価の在り方の検討・必要と認めるときはその結果に基づいて所要の措置

※ 国土強靭化に関する施策の総合的・計画的推進のため、内閣に、国土強靱化推進本部を設置。
【本部長】内閣総理大臣 【副本部長】内閣官房長官,国土強靱化担当大臣,国土交通大臣 【本部員】他の国務大臣

※ 本部は、関係行政機関の長等に対し、資料提出その他の必要な協力を求めることができる。

国土強靱化推進本部の設置

国による施策の実施

※内閣総理大臣による関係行政機関の長に対する必要な勧告

国の他の計画
（国土強靱化基本計画を基本とする）

※国土強靱化に係る都道府県・市町村の
他の計画等の指針となるべきものとして、
国土強靱化地域計画を定めることができる。
［ 都道府県・市町村が作成 ］

国土強靱化地域計画の策定

都道府県・市町村の他の計画

指針となる

都道府県・市町村による施策の実施

指
針

○政府において、以下の内容とする中期計画を定める。
① 計画期間
② 計画期間内に実施すべき施策の内容・目標

③ 施策の進捗状況、財政状況等を踏まえ、②のうちそ
の推進が特に必要となる施策の内容・事業規模

国土強靱化実施中期計画の策定

改正部分

改正部分

（□=改正部分）

※令和５年６月14日成立、同月16日公布・施行。
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国土強靱化基本法の附則について 【参考】

「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」
の改正 附則

（検討）
２ 政府は、速やかに、国土強靱化に関し実施すべき施策の実施状況の評価の在り方につい
て検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす
る。
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インプット アウトプット アウトカム 実績

予算執行状況
実施・目標達成状況

（ＫＰＩ）
効果の見込み 効果発現状況

＜総合的な評価の視点＞

国土強靱化施策の実施状況の評価の在り方（議論のポイント）

○国土強靱化施策の実施状況の評価には、国土強靱化施策の評価に

関する動きを踏まえ、「インプット（予算執行状況）」、「アウトプット（実
施・目標達成状況（KPI））」、「アウトカム（効果の見込み）」、「実績（効
果発現状況）」の４つの視点が考えられる。

○その上で、次の内容を検討していくことが考えられるのではないか。
・４つの視点の在り方
・４つの視点の相互関係性
・４つの視点による総合的な評価

資料１－３

「国土強靱化施策の実施状況の評価の在り方」のとりまとめ
36



６．特定都市河川について
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特定都市河川の指定等について

１．特定都市河川の指定状況

・指定数：18水系253河川（※R3改正前：８水系64河川）
・流域水害対策計画の策定/貯留機能保全区域・浸水被害防止区域の指定制度

２．支援制度

＜雨水貯留浸透施設の整備＞
・個別補助事業・交付金事業による支援
・固定資産税の特例措置（R6継続要望中）

＜貯留機能保全区域の指定制度＞
・固定資産税・都市計画税の特例措置（R7継続要望予定）

３．国有地を活用した遊水地・貯留施設の整備（財務省）

（参考）

・特定都市河川等における整備効果例（巴川等）
・特定都市河川ポータルサイトの開設 44



１．特定都市河川の指定状況

特定都市河川の指定等の状況（令和５年１０月１日時点）

【凡例】
◇ ： 法改正前 指定済み特定都市河川
◆ ： 法改正後 指定済み特定都市河川

下線 ： 特定都市河川等指定検討河川

★はロードマップを公表している河川
※は「流域治水関連法の活用」を検討中の河川

○「流域治水」の本格的な実践に向けて、令和３年１１月１日に全面施行された
流域治水関連法※の中核をなす特定都市河川浸水被害対策法に基づき、
特定都市河川の指定を全国の河川に拡大
※特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号）

○流域治水関連法施行後全国初の指定となる大和川水系大和川等をはじめ、
１８水系２５３河川が指定されている

白地図（国土地理院）を加工して作成
水系が記載された河川は水系内の指定対象について検討中（図は本川直轄区間のみ表示）

◆千歳川豊平川★

◆吉田川

◆高城川

梯川★

多田川★

◇境川
◇引地川

◇鶴見川

◇境川

◇寝屋川

◆大和川

◇巴川日下川★

釈迦堂川★

谷田川

逢瀬川

休泊川★

◇猿渡川

中川・綾瀬川

岩木川水系
馬淵川★

由良川水系★

◆六角川

◆江の川

◆中村川
◆波瀬川
◆赤川◆都谷川

◆一宮川
大分川★

半造川★

祝子川★

荒川水系※

（烏川・春木山大沢川流域）

石子沢川★

太田川水系

緑川水系 黒沢川★

加古川水系★

◆本川

遠賀川水系

◇新川

羽月川★

隈之城川★

甲突川★
串良川★

大淀川★

稲荷川★新川★

繁根木川★
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国土交通省
大和川河川事務所

流
域
水
害
対
策
計
画

策
定

特
定
都
市
河
川
指
定

法
定
意
見
聴
取

大
和
川
流
域
水
害
対
策
協
議
会

設
立

（
大
和
川
流
域
総
合
治
水
対
策
協
議
会

廃
止
）

１．特定都市河川の指定状況

大和川流域における特定都市河川に係る取組状況

特
定
都
市
河
川
指
定
・
公
示

流
域
水
害
対
策
計
画
（
素
案
）
公
表

令和4年
1月12日

11月12日
～12月2日 12月24日

特
定
都
市
河
川
指
定
に
向
け
た

関
係
者
間
の
事
前
合
意

流
域
水
害
対
策
計
画
（
案
）
に
つ
い
て

大
和
川
流
域
水
害
対
策
協
議
会
で
協
議

10月末7月19日 3月25日

3月25日～4月25日

5月18日

関
係
部
局
へ
の
協
議

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

学
識
者
へ
の
意
見
聴
取

（
現
地
視
察
会
含
む
）

住
民
と
の
意
見
交
換

流
域
水
害
対
策
計
画
の
検
討

都
市
浸
水
想
定
の
作
成

1月12日
（第１回会議）

3月10日
（第２回会議）

相
談
窓
口
の
設
置

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
周
知

■大和川流域水害対策計画（素案）に
対してパブリックコメント・住民意見交
換会・学識経験を有する者への意見
聴取を実施

平城・生駒いかるが圏域

【住民意見交換会】

布留飛鳥圏域

【現地視察会】

保田遊水地

（田原本町で実施中の流域対策）

水田貯留

■大和川流域水害対策協議会の設立

【構成員】
奈良県（知事、総務部長、危機管理監、水循環・森林・景観環境部長、
食と農の振興部長、県土マネジメント部長、地域デザイン推進局長）

流域内２５市町村の長、下水道管理者
近畿地方整備局（局長、建政部長、河川部長）

近畿農政局（農村振興部長）、奈良森林管理事務所長
近畿地方環境事務所長、奈良財務事務所長、奈良地方気象台長、
奈良県防災士会理事長

【協議事項】
・流域水害対策計画の作成及び変更に関する協議
・流域水害対策計画の実施に係る連絡調整

■相談窓口の開設
（大和川河川事務所王寺出張所内）

■住民周知用リーフレット

大
和
川
流
域
総
合
治
水
対
策
協
議
会

（
特
定
都
市
河
川
の
指
定
に
係
る
要
望
）

■大和川流域総合治水対策協議会

・大和川が特定都
市河川に一日で
も早く、できれば
法改正後に全国ト
ップで指定を受け
られるように頑張
っていきたい

奈良県知事

・財政的に厳しいため、なかなか整備が
行き届かない面もあったが、補助金のか
さ上げによって更に前向きに事業に取り
組むことができる
・特定都市河川の指定を目指してしっか
りと要望をしていきたい

5月27日

■大和川流域水害
対策計画策定
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盛土行為等
を行う場合
は事前届出 ✕

洪水・雨水の貯留機能を有する土地の例

貯留機能保全区域

○ 河川沿いの低地や流域内の窪地など、過去より保全されてきた浸水の拡大を抑制する効用を保全するため、

洪水や雨水を一時的に貯留する機能を有する土地について、都道府県知事等（政令市長、中核市長）が、
市町村長からの意見を聴取し、土地の所有者の同意を得た上で、貯留機能保全区域として指定することが
できる。

○ 区域内の土地において盛土、塀の設置等を実施する場合、事前に都道府県知事等に届出なければならない。
都道府県知事等は届出に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

○都道府県知事等は市町村長や土地の所有者の意見聴取により指定を解除することができる。

【貯留機能保全区域のイメージ】

貯留機能を
有する土地

１．特定都市河川の指定状況

貯留機能保全区域制度
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【浸水被害防止区域のイメージ】

○ 高齢者等の要配慮者の方をはじめとする人の生命・身体を保護するため、洪水等が発生した場合に著しい危

害が生ずるおそれがある区域を、都道府県知事が市町村長からの意見聴取等を実施した上で、「浸水被害防
止区域」として指定し、開発規制・建築規制を措置することができる。

○ 開発規制については、住宅（非自己）・要配慮者施設等の盛土・切土等を伴う開発行為を対象に、洪水等に
対する土地の安全上必要な措置が講じているか等の事前許可が必要。
（あわせて都市計画法における開発の原則禁止の区域（レッドゾーン）に追加。また防災集団移転促進事業の移転対象区域に
追加。）

○ 建築規制については、住宅（自己・非自己）、要配慮者施設等の建築行為を対象に、居室の床面を基準水位以
上、洪水等に対して安全な構造としているか等の事前許可が必要。

○ なお、都道府県知事は河道又は洪水調節ダムの整備の実施などにより規制の必要がなくなったと認めるとき
は、浸水被害防止区域の指定を解除するものとする。

１．特定都市河川の指定状況

浸水被害防止区域制度
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2．支援制度

雨水貯留浸透施設の整備に係る支援制度

○地方公共団体のみならず、民間による雨水貯留浸透施設の整備を促進
○特に、特定都市河川流域等における官民による雨水貯留浸透施設の整備に係る支援制度を強化

【平常時】 【出水時】

雨水貯留浸透施設の例

①平時の利用（例：テニスコートとして）を可能とする事例

②敷地内の地下に貯留施設を設置した事例

＜交付金による支援＞（R3.４～）
予算：国の補助率：１／３ 但し、民間企業等が実施する場合は、地方公共団体が助成する額の１／２

＜特定都市河川流域及び浸水被害対策区域※1での支援＞（R3.11～）
※1 下水道法に基づき公共下水道管理者である地方公共団体が条例で定める区域

予算：国の補助率：１／２
税制：固定資産税の課税標準を市町村の条例で定める割合※2に軽減(3年)

※2 1/3を参酌して、1/6～1/2の範囲

注）試算上の金額は全て仮の金額です
また、支援の適用に当たっては施設の規模等の要件があります

※１ 国の補助金を最大限活用した場合（地方公共団体が設置費の２／３を助成する場合）としています
※２ 一級河川の指定区間又は二級河川の区間に設置される場合の国の補助は１/４を目安に都道府県等が

負担する場合に限るものであり、この場合、設置者負担は１/４程度となります
（一級河川指定区間外に設置される場合の国の補助における都道府県等の負担に関する規定はありません）

※３ ※２における都道府県等の負担額の５割について特別交付税措置を講じることとしています
※４ 市町村条例において１/６の課税標準とした場合（参酌標準：１/３）としています

2,400万円

30万円/年

[ 支援無 ]
負担総額 2,430万円

設置費 固定資産税

[ 特定都市河川流域での支援 ]
最小約605万円程度

固定資産税

設置者負担
（1/6）※４

約5万円/年
国費
（1/2）

1200万円

都道府県等負担
（1/4目安）※３

600万円

設置者負担
（1/4程度）※２

600万円

設置費

30万円/年

固定資産税

[ 交付金による支援 ]
最小約830万円程度

設置者負担
（1/3程度)※１

800万円

設置費

国費
（1/3）※１

800万円

都道府県等負担
（1/3）※１

800万円

【貯留量800m3の調整池を整備した場合のイメージ（特定都市河川流域の場合）】
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2．支援制度

浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設の整備に係る特例措置の創設（固定資産税）

施策の背景

特例措置の内容

内 容

期 間

【固定資産税】
流域内の浸水被害を防止・軽減させるため、新たな制度※に基づき民間事業者等が整備する雨水貯留浸透施設について、

課税標準を３分の１を参酌して６分の１以上２分の１以下の範囲内において市町村の条例で定める割合とする。

※改正後の特定都市河川浸水被害対策法第11条に基づく認定制度

○ 平成３０年７月豪雨や令和元年東日本台風、令和２年７
月豪雨など、近年甚大な水害が全国各地で頻発しており、
今後、気候変動により更なる降雨量の増大や水害の頻発
化・激甚化が懸念されている。

○ これに対し、あらゆる関係者が協働して流域対策を行う
「流域治水」を推進するための新たな制度に位置付けら
れた雨水貯留浸透施設に対して税制による支援を講じる
ことにより当該施設の整備促進を図る。

３年間（～令和６年３月３１日）の特例措置を創設する。

地下貯留のケース

気候変動の影響による大雨の頻発化・激甚化に対して、あらゆる関係者が協働して流域対策を行う「流域治水」への転換を推進
し、防災・減災が主流となる社会を目指すため、民間事業者等による雨水貯留浸透施設に係る特例措置を創設。（令和３年度より）

上部がオープンのケース

今年度延長要求中
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2．支援制度

貯留機能保全区域の指定に係る特例措置の創設（固定資産税・都市計画税）
都市浸水の拡大を抑制する効用があると認められる土地を貯留機能保全区域として指定した場合に、当該土地に係る固定資産税等につ

いて、指定後３年間、課税標準を２／３～５／６の範囲内で市町村の条例で定める割合とする特例措置を創設する。

施策の背景

特例措置の内容

○ 都市浸水の拡大を抑制する観点から、河川に隣接する低地その他の河川の氾濫に

伴い浸入した水又は雨水を一時的に貯留する機能を有する土地の区域の保全は、
流域内の治水安全度の向上に対して有効。

○「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第31号）」
（通称「流域治水関連法」）において、当該土地を「貯留機能保全区域」として指定で
きることを新たに規定。

○ 区域指定に当たっては土地所有者の同意が必要であり、
盛土等の貯留機能を阻害する行為に対し制約を課すこと
となることから、インセンティブを高めるための負担軽減
措置が必要。

内 容

期 間

【固定資産税・都市計画税】

貯留機能保全区域の指定を受けている土地に係る固定資産税及び都市計画税について、指定後３年間、課税標準を２／３～５／６の
範囲内で市町村の条例で定める割合とする。 （参酌標準：３／４）

上記について、３年間（令和４年４月１日～令和７年３月31日） 特例措置を創設する。

洪水・雨水の貯留機能を有する土地を
「貯留機能保全区域」として指定

（貯留機能保全区域のイメージ図） （貯留機能を有する土地の例）

貯留機能を
有する土地

次年度延長要求
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内閣官房HP「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策の対策例」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/5kanenkasokuka/pdf/taisakurei.pdf３．国有地を活用した遊水地・貯留施設の整備（財務省）
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巴川水系巴川における総合治水対策特定河川事業における整備効果について（静岡県）

※R5台風第２号の浸
水範囲はR5.6.5時点

のものであり、詳細な
範囲は今後の調査に
より確認する。

■主な河川整備の経過
S49 昭和49年台風第8号と梅雨前線（七夕豪雨）
S54～ 総合治水対策特定河川事業着手
H11 大谷川放水路供用、麻機遊水地の第4工区供用
H16 麻機遊水地の第3工区供用
H20 大内遊水地供用
H21 特定都市河川に指定、麻機遊水地の第１工区供用
R3 麻機遊水地の第2工区の暫定供用
R4 令和４年台風第15号
R5 令和５年台風第2号による豪雨

【巴川流域内の流域対策
（雨水貯留施設）】

○これまでに、巴川流域
内では官民が連携し、約
60万m3分の雨水貯留施
設が設置されている。

雨水貯留施設位置図

ため池雨水貯留施設

（葵区胸形神社）
むなかた

床上 床下 計

R5.6.2洪水 3 111 114

浸水戸数（戸）

【巴川 総合治水対策特定河川事業による整備効果】

浸水被
害軽減

浸水戸数
26,156

浸水戸数
114

七夕豪雨
(S49.7.7)

今回豪雨
(R5.6.2)

七夕豪雨
(S49.7.7)

今回豪雨
(R5.6.2)

24h雨量
508

24h雨量
359

時間
最大
76

時間
最大
41.5

24h雨量と時間最大雨量 浸水戸数

単位:mm 単位:戸

台風15号
(R4.9.23)

時間
最大
107

24h雨量
416.5

台風15号
(R4.9.23)

浸水戸数
4,821

（静岡地方気象台観測所）

浸水範囲
R5台風第２号
R4台風第15号
S49七夕豪雨

主な施設整備
遊水地・放水路

大谷川放水路
おおやがわほうすいろ

【位置図】

静岡市

洪水を一時的に貯留

洪水の一部を海に放流

あさはたゆうすいち

麻機遊水地
(約264万m3)

● 令和5年6月2日からの大雨により、静岡市では静岡地方気象台観測所で時間最大雨量41.5mm/h、24h雨量359mmを観測。
● 巴川では、昭和49年七夕豪雨を契機として、昭和54年度から総合治水対策特定河川事業に着手し、放水路や遊水地等に加え、

雨水貯留施設等を整備。
● これまでの河川整備により、浸水家屋数の減少に寄与。

ともえがわ ともえがわ

令和5年6月 [国土強靱化]速報版
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おものがわ おものがわ

【秋田県・雄物川水系雄物川】土地利用規制と組み合わせた治水対策と効果

さ で こ

左手子地区
輪中堤

雄物川

むかいの

向野地区
輪中堤

雄物川

※本資料は速報値のため、今後の精査等により変更となる場合があります。

新波橋

雄物川

位置図

左手子地区
向野地区

災害危険区域

左手子地区輪中堤

災害危険区域への冠水

災害危険区域への冠水

災害危険区域

向野地区輪中堤

輪中堤により浸水を回避

輪中堤により
浸水を回避

○令和5年7月15日からの梅雨前線により、秋田県を中心に記録的な大雨となり、多くの雨量観測所で24時間観測史上
1位を記録

○雄物川中下流部では、平成２９年７月 ・ ８月の豪雨を契機とした河川激甚災害対策特別緊急事業等により、堤防整備
や河道掘削に加え、遊水機能を確保しつつ家屋浸水被害を軽減させるため、土地利用規制（災害危険区域）を組み合わ
せた 輪中堤の整備を実施

○今次洪水では、秋田市左手子地区や向野地区等において、災害危険区域は冠水したものの、輪中堤の整備により家屋
浸水被害を回避

さでこ むかいの

速報
国管理

【秋田県】

54



特定都市河川ポータルサイトの開設

特定都市河川浸水被害対策法に関する各制度の活用を促進するため、特定都市河川の指定等
に関連する各種情報を掲載した『 特定都市河川ポータルサイト 』を開設します（令和5年10月末予定）。

ポータルサイトでは、様々な自治体による雨水浸透阻害行為の技術指針や、各地方整備局等が
設置した特定都市河川制度活用に関する相談窓口等の情報を紹介しています。

>>> 今後も情報の更新、コンテンツの追加を実施していきます

各地方整備局等に特定都市河川制度活用に関する相談窓口を設置し、
地方公共団体等に応じた制度活用等を支援します。

地方公共団体が行う雨水浸透阻害行為の許可等に係る事務の参考とな
るよう、先行自治体における雨水浸透阻害行為の許可等の技術指針等を
掲載します。

リーフレット、パンフレット等審査・申請に関する技術指針等資料

雨水浸透阻害行為の許可 地域の相談窓口

都道府県

市区町村

民間企業

各地方整備局の流域治水推進室等

（河川、下水道、住宅、都市の担当者等）

相談窓口

※■を@に置き換えてください。
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鴨川・片貝川及び黒瀬川流域治水プロジェクト協議会 

 

規 約 

（設置） 

第１条 「鴨川・片貝川及び黒瀬川流域治水プロジェクト協議会」（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

（目的） 

第２条 協議会は、令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動

による水災害の激甚化・頻発化に備え、鴨川・片貝川及び黒瀬川流域において

国、県及び市町村等のあらゆる関係者が協働して流域全体で水害を軽減させる治

水対策、「流域治水プロジェクト」を計画的に推進するための協議・情報共有を

行うことを目的とする。 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１の職にある者をもって構成する。  

２  協議会の運営、進行及び招集は事務局が行う。  

３  事務局は、第１項によるもののほか、必要に応じて別表１の職にある者以外の者 

（学識経験者等）の参加を協議会に求めることができる。  

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

一 流域治水の全体像を共有・検討。 

二 河川に関する対策、流域に関する対策、避難・水防等に関する対策を含む、 

「流域治水プロジェクト」の策定と公表。 

三 「流域治水プロジェクト」に基づく対策の実施状況のフォローアップ。 

四 その他、流域治水に関して必要な事項。 

（協議会の公開） 

第５条 協議会は、原則として報道機関を通じて公開とする。 

（協議会資料等の公表） 

第６条 協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公開することが適切でない資料等については、協議会の了解を得て

公表しないものとする。 

（事務局） 

第７条 協議会の庶務を行うため、事務局を置く。 

２ 事務局は、富山県土木部河川課が行う。  

（雑則） 

第８条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

（附則） 

第９条 本規約は、令和３年８月４日から施行する。 

    改  正 令和５年３月１５日 

 

資料－２ 



別表１   

構  成  員 備 考 

魚津市 産業建設部 建設課長  

黒部市 都市建設部 道路河川課長  

富山県新川農林振興センター 管理検査課長  

富山県新川土木センター 次長  

富山県新川土木センター入善土木事務所 所長代理  

富山県 農林水産部 農村整備課 主幹  

富山県 農林水産部 森林政策課 主幹  

富山県 土木部 砂防課 主幹  

富山県 土木部 港湾課 主幹  

富山県 土木部 都市計画課 主幹  

富山県 土木部 建築住宅課 主幹  

富山県 土木部 河川課 主幹 事務局 

富山森林管理署 署長  

森林整備センター富山水源林整備事務所 所長  

ＮＰＯ法人富山県防災士会 オブザーバー 

富山地方気象台 防災管理官 オブザーバー 

魚津市自治振興会連合会 会長 オブザーバー 

黒部市自治振興会連絡協議会 会長 オブザーバー 
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